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宋
元
春
秋
學
に
お
け
る
「
以
夏
時
冠
周
月
」
説

新

田

元

規

は
じ
め
に

『
宋
元
學
案
』
撰
者
の
一
人
黄
百
家
は
、
父
宗
羲
の
門
人
で
あ
る
張
九
英
（
字

梅
先
。
甬
上
講
經
會
の
成
員
）
と
面
識
を
得
た
際
の
や
り
と
り
を
次
の
よ
う
に

回
顧
し
て
い
る
。

梅
先
と
對
面
し
た
の
は
丁
未
の
歳
（
康
熙
六
）
で
あ
っ
た
の
を
憶
え
て
い

る
。
…
…
し
ば
ら
く
し
て
、
梅
先
は
聲
を
張
り
上
げ
季
野
（
萬
斯
同
）
に

問
う
た
。
「
『
春
王
正
月
』
に
つ
い
て
は
、
文
定
（
胡
安
國
）
の
「
夏
時

を
冠
す
」
が
、
絶
對
の
説
で
す
。
ど
う
し
て
改
月
改
時
だ
と
主
張
す
る
わ

け
で
す
か
？
」
と
。
わ
た
し
が
「
こ
れ
は
、
根
據
も
な
く
い
い
加
減
に
考

え
て
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
」
と
い
う
と
、
梅
先
は
驚
い
て
、
わ

た
し
が
誰
で
あ
る
の
か
季
野
に
尋
ね
た
。
…
…
梅
先
は
さ
ら
に
「
ど
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
、
根
據
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
？
」
と
問
う
た
の

で
、
わ
た
し
は
言
っ
た
。
「
こ
れ
は
暦
法
に
通
じ
て
こ
そ
理
解
で
き
る
の

で
す
。
わ
た
し
の
父
上
に
は
、
『
春
秋
日
食
暦
』
と
い
う
著
書
が
あ
り
、

『
春
秋
』
を
改
月
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
こ
と
ご
と
く
合
致
し
ま
す
し
、
夏

時
で
あ
る
と
し
て
考
え
る
と
、
大
き
な
食
い
違
い
が
生
じ
ま
す
」
と
。（
黄

百
家
『
學
箕
初
稿
』
卷
一
「
哀
張
梅
先
辭
」
、
「
猶
憶
余
之
見
梅
先
在
丁

未
歳
。
…
…
有
頃
抗
聲
、
問
季
野
「
春
王
正
月
、
文
定
之
冠
夏
時
、
此
不

易
之
論
矣
。
何
以
必
欲
謂
之
改
月
改
時
乎
」
。
余
曰
「
此
不
可
以
懸
虚
臆

斷
也
」
。
梅
先
始
愕
然
、
問
余
于
季
野
。
…
…
且
問
「
何
以
爲
斷
、
始
不

懸
虚
？
」
。
余
曰
「
此
必
明
于
暦
、
始
知
之
。
蓋
吾
家
大
人
有
『
春
秋
日

食
暦
』
、
推
之
于
改
月
者
、
無
不
吻
合
、
而
推
之
夏
時
、
則
不
啻
河
漢
也
。
」
」
）

張
九
英
が
「
不
易
之
論
」
と
目
す
る
「
文
定
之
冠
夏
時
」
が
、
「
夏
時
を
以

て
周
月
に
冠
す
」
説
で
あ
る
（
以
下
、
「
夏
時
を
冠
す
」
説
＝
「
冠
夏
時
」
説

と
い
う
略
記
を
併
用
）
。
「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
は
、
『
春
秋
』
の
四
時
・
月
數

に
つ
い
て
の
解
釋
で
あ
り
、
程
頤
・
胡
安
國
を
は
じ
め
宋
元
期
に
お
け
る
思
想

・
經
學
史
の
主
脈
に
密
着
し
て
展
開
し
、
反
響
を
呼
ん
だ
。
同
説
が
缺
陥
を
抱

え
て
い
る
こ
と
は
早
く
か
ら
學
者
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
淸
初
の
段
階
で
黄
百

家
が
こ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、
別
段
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、
右
に

見
え
る
黄
百
家
の
言
は
、
彼
が
「
文
定
之
冠
夏
時
」
を
適
確
に
理
解
し
て
い
る

の
か
、
疑
問
を
抱
か
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
冠
夏
時
」
説
の

内
實
に
照
ら
せ
ば
、
『
春
秋
』
の
暦
法
や
日
食
記
事
を
云
々
し
た
と
こ
ろ
で
胡

安
國
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

宋元春秋學における「以夏時冠周月」説
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「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
に
つ
き
ま
と
う
曖
昧
さ
は
、
黄
百
家
一
人
に
限
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
傳
統
時
代
か
ら
現
代
の
研
究
に
至
る
ま
で
、
處
々
に
見
出

さ
れ
る
。
宋
代
春
秋
學
を
通
時
的
に
論
じ
た
諸
橋
轍
次
氏
に
よ
れ
ば
、
孫
復
・

胡
安
國
が
尊
王
・
復
讐
を
主
要
論
點
と
し
て
解
釋
の
活
性
化
を
果
た
し
た
後
、

こ
れ
に
對
す
る
修
正
的
動
向
が
生
じ
て
お
り
、
胡
安
國
の
「
冠
夏
時
」
説
に
對

す
る
批
判
の
提
起
は
、
そ
う
し
た
修
正
現
象
の
一
例
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま

（
一
）

た
、
宋
鼎
宗
氏
は
、
『
春
秋
胡
氏
傳
』
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「
孔
子
の
地
位

を
高
め
る
あ
ま
り
に
解
釋
内
容
が
僭
越
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、

「
冠
夏
時
」
説
を
こ
の
基
調
が
反
映
さ
れ
た
具
體
例
の
筆
頭
に
舉
げ
る
。
諸
橋

（
二
）

・
宋
氏
の
概
括
的
評
價
は
い
ず
れ
も
妥
當
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
と
、

两
氏
が
「
冠
夏
時
」
説
の
中
身
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
が

殘
る
。
諸
橋
氏
は
、
「
夏
時
冠
周
月
と
は
、
春
秋
に
記
さ
れ
た
る
…
…
月
は
周

暦
に
據
れ
る
月
な
れ
ど
も
…
…
四
時
は
、
周
暦
に
據
れ
る
も
の
に
非
ず
し
て
、

寧
ろ
夏
暦
に
據
れ
る
も
の
な
り
と
の
説
」
と
し
、
要
す
る
に
「
以
夏
時
冠
周
月
」

と
い
う
綱
領
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
て
解
し
て
い
る
の
だ
が
、
胡
氏
説
の
實
際

に
照
ら
し
て
こ
う
し
た
理
解
に
は
疑
問
が
殘
る
。
宋
氏
は
、
「
冠
夏
時
」
説
を

批
判
し
た
論
説
の
引
用
で
も
っ
て
胡
安
國
説
の
説
明
に
か
え
て
お
り
、
そ
の
難

點
ら
し
き
も
の
は
一
應
う
か
が
え
る
も
の
の
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
胡
安
國
が
何
を

主
張
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

諸
橋
氏
・
宋
氏
に
見
ら
れ
る
曖
昧
さ
を
拂
拭
し
て
い
る
の
は
、
趙
伯
雄
氏
の

解
説
で
あ
る
。
趙
氏
は
、
そ
の
『
春
秋
學
史
』
の
『
胡
氏
傳
』
を
論
じ
た
一
節

（
三
）

に
お
い
て
、
「
冠
夏
時
」
説
に
一
項
を
割
き
、
胡
安
國
説
の
要
點
が
、
「
四
時

・
月
數
が
夏
正
の
ま
ま
で
固
定
さ
れ
て
い
る
の
を
前
提
と
し
、
孔
子
に
よ
る
『
春

秋
』
上
の
四
時
・
月
數
の
書
き
變
え
を
想
定
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
適

確
に
説
明
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
よ
り
先
、
「
冠
夏
時
」
説
を
專
論
し

た
上
野
賢
知
氏
が
、
「
孔
子
の
見
た
魯
の
春
秋
に
は
冬
十
有
一
月
と
書
い
て
あ

っ
た
の
を
、
孔
子
が
春
王
正
月
と
書
き
改
め
た
」
と
趙
氏
と
同
樣
に
理
解
し
、

加
え
て
、
胡
安
國
説
の
亞
流
や
、
重
要
な
批
判
者
な
ど
一
連
の
反
響
ま
で
廣
く

紹
介
し
て
い
た
。
だ
が
、
上
野
氏
の
論
考
で
は
、
「
春
秋
の
「
春
王
正
月
」
が

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

（
四
）

夏
正
を
用
ひ
て
ゐ
る
と
い
ふ
説
は
…
…
胡
安
國
の
春
秋
傳
に
至
っ
て
一
家
の
説

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

を
な
し
」
「
春
秋
は
夏
正
か
周
正
か
の
紛
紜
た
る
諸
説
の
是
非
を
判
定
し
た
專

．
．
．
．
．
．
．
．
．

書
に
」
（
傍
點
引
用
者
）
と
、
自
ら
の
要
約
と
矛
盾
す
る
記
述
が
入
り
混
じ
っ

て
い
る
。
總
ず
る
に
、
上
野
氏
の
論
考
は
、
「
冠
夏
時
」
説
の
受
容
・
批
判
に

つ
い
て
多
く
の
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
反
面
、
訓
釋
に
よ
る
諸
論
説
の
列

舉
と
い
う
叙
述
形
式
の
制
約
も
あ
り
、
「
冠
夏
時
」
説
を
め
ぐ
る
解
釋
史
の
經

緯
が
明
瞭
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

「
冠
夏
時
」
説
を
一
例
と
し
て
、
宋
元
期
に
お
け
る
經
學
解
釋
史
の
經
緯
を

把
握
す
る
に
は
、
當
事
者
で
も
あ
る
元
代
の
經
學
者
の
成
果
を
活
用
す
る
こ
と

が
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
方
法
が
成
立
す
る
の
は
、

元
人
が
、
唐
宋
閒
に
お
け
る
經
書
解
釋
の
基
調
變
化
や
宋
學
の
成
立
を
、
基
本

的
に
支
持
す
る
立
場
を
と
り
つ
つ
、
宋
代
の
經
説
に
評
價
・
修
正
を
加
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
も
、
元
代
（
南
宋
末
・
明
初
を
含
む
）
の
成
果
を
參
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宋
元
期
の
經
書
解
釋
史
を
よ
り
内
在
的
に
把
握
す
る
こ
と

を
意
識
し
て
い
る
。
確
認
し
て
お
く
と
、
「
冠
夏
時
」
説
と
い
う
論
題
に
つ
い

て
「
内
在
的
に
把
握
す
る
」
と
は
、
そ
の
結
論
を
肯
定
的
に
評
價
す
る
こ
と
で

は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
同
説
の
特
異
さ
は
、
内
實
が
見
失
わ
れ
た
ま
ま
で
否
定
的

評
價
が
定
着
し
、
し
か
も
、
誤
解
な
い
し
曖
昧
な
理
解
に
止
ま
っ
て
い
る
論
者

で
あ
っ
て
も
、
一
應
も
っ
と
も
ら
し
く
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
と
い

う
點
に
あ
る
。
「
内
在
的
に
把
握
す
る
」
と
は
、
そ
う
し
た
特
異
さ
や
、
誤
解

を
生
む
要
因
も
含
め
て
、
「
冠
夏
時
」
説
を
め
ぐ
る
淵
源
・
影
響
・
批
判
の
經

中国学の新局面
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緯
を
見
通
し
、
同
説
に
つ
い
て
ま
わ
る
混
亂
を
収
拾
す
る
こ
と
を
い
う
。

以
下
、
第
一
章
で
は
、
胡
安
國
説
を
中
心
に
、
「
冠
夏
時
」
説
の
前
提
と
要

點
、
そ
の
出
元
を
論
ず
る
。
第
二
章
で
は
、
「
冠
夏
時
」
説
の
影
響
と
し
て
、

亞
流
解
釋
の
成
立
と
、
『
春
秋
』
以
外
の
經
書
解
釋
へ
の
影
響
を
扱
う
。
第
三

章
で
は
、
「
冠
夏
時
」
説
に
對
す
る
批
判
に
焦
點
を
あ
て
、
特
に
、
混
亂
を
惹

起
し
た
朱
熹
の
見
解
と
、
南
宋
後
期
か
ら
元
代
に
か
け
て
の
批
判
者
の
論
點
を

と
り
あ
げ
る
。
終
章
で
は
、「
冠
夏
時
」
説
の
内
容
と
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
、

同
説
の
う
ち
で
も
特
に
缺
陥
視
さ
れ
て
い
る
論
點
が
、
論
者
の
粗
笨
さ
に
の
み

歸
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
春
秋
學
に
固
有
の
矛
盾
・
緊
張
の
表
面
化
と
し

て
理
解
す
る
餘
地
が
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。

一

「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
の
成
立

「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
の
前
提

ま
ず
、
「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
の
前
提
を
確
認
す
る
。
同
説
へ
の
賛
否
を
問

わ
ず
、
す
べ
て
の
論
者
が
踏
ま
え
る
の
は
、
古
代
の
暦
法
に
つ
い
て
の
三
正
交

替
説
で
あ
る
。
三
正
説
は
、
早
く
は
、
前
漢
の
『
尚
書
大
傳
』
に
理
論
化
を
見

て
お
り
、
「
夏
・
殷
・
周
三
代
は
そ
れ
ぞ
れ
夏
正
・
殷
正
・
周
正
と
稱
さ
れ
る

暦
を
用
い
た
。
夏
正
で
は
、
立
春
が
含
ま
れ
る
建
寅
月
を
、
殷
正
は
建
寅
の
前

に
位
置
す
る
建
丑
月
を
、
周
正
は
冬
至
が
含
ま
れ
る
建
子
月
を
、
一
年
の
始
ま

り
と
し
た
」
と
い
う
の
が
基
本
的
内
容
で
あ
る
。
三
代
の
暦
の
う
ち
、
夏
正
が
、

後
世
に
通
行
し
た
農
暦
に
相
當
す
る
。

（
五
）

三
王
朝
の
暦
が
、
そ
れ
ぞ
れ
年
始
を
異
に
す
る
こ
と
を
共
通
の
前
提
と
し
て
、

宋
代
以
後
、
見
解
が
分
か
れ
る
の
が
、
「
年
の
始
ま
り
が
變
わ
る
の
に
と
も
な

っ
て
、
四
時
と
月
數
も
移
易
す
る
の
か
否
か
」
と
い
う
點
で
あ
る
。
唐
代
以
前

の
傳
統
的
解
釋
に
あ
っ
て
は
、
年
始
に
連
動
し
て
時
月
も
移
易
す
る
と
さ
れ
、

例
え
ば
、
建
子
月
は
、
周
正
で
は
春
正
月
で
あ
る
が
、
夏
正
で
は
仲
冬
十
一
月
、

殷
正
で
は
季
冬
十
二
月
に
當
た
る
と
考
え
ら
れ
た
。
月
數
に
つ
い
て
は
、
「
火

出
、
於
夏
爲
三
月
、
於
商
爲
四
月
、
於
周
爲
五
月
。
夏
數
得
天
」
（
『
春
秋
左

氏
傳
』
昭
公
十
七
年
）
が
そ
の
移
易
を
端
的
に
物
語
る
文
言
と
さ
れ
、
四
時
に

つ
い
て
も
、
建
子
・
建
丑
・
建
寅
の
い
ず
れ
も
春
と
な
り
う
る
こ
と
が
説
明
づ

け
ら
れ
て
い
る
（
『
後
漢
書
』
陳
寵
傳
）
。
な
お
、
こ
う
し
た
傳
統
的
な
解
釋

で
は
、「
夏
正
は
特
に
、
殷
・
周
代
に
お
い
て
も
併
用
さ
れ
て
い
た
」
と
考
え
、

ひ
と
し
く
周
代
の
文
獻
で
あ
っ
て
も
、
『
春
秋
』
は
周
正
、
『
周
禮
』
は
夏
正

（
「
正
月
」
を
除
く
）
に
も
と
づ
い
て
時
月
が
表
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。

こ
れ
に
對
し
、
宋
人
が
提
起
し
た
新
説
に
あ
っ
て
は
、
「
年
始
は
變
化
し
て

も
、
四
時
・
月
數
は
夏
正
の
ま
ま
動
か
な
い
」
（
不
改
時
不
改
月
）
、
あ
る
い

は
、
「
四
時
は
夏
正
に
固
定
さ
れ
、
月
數
の
み
が
移
易
さ
れ
る
」
（
不
改
時
・

改
月
）
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
「
夏
數
得
天
」
（
前
出
『
左
傳
』
、

『
逸
周
書
』
周
月
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
夏
正
（
夏
の
暦
）
の
優
越
性
を
端
的

に
述
べ
た
文
言
が
古
書
に
存
在
す
る
こ
と
に
因
ん
で
い
る
。
ま
た
、
孔
子
が
、

顏
淵
の
質
問
に
答
え
て
、「
國
を
お
さ
め
る
と
す
れ
ば
夏
の
暦
を
採
用
し
よ
う
」

（
『
論
語
』
衞
靈
公
「
顏
淵
問
爲
邦
。
子
曰
、
行
夏
之
時
、
乘
殷
之
輅
、
服
周

之
冕
…
…
」
）
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
夏
正
の
絶
對
性
を
示
唆
す
る
發
言
と
目

さ
れ
た
。
ま
た
、
「
四
時
・
月
數
が
變
動
す
る
の
で
は
、
不
便
で
は
な
い
か
」

と
い
う
常
識
的
な
感
覺
も
ま
た
、
「
時
月
の
固
定
」
と
い
う
着
想
に
つ
な
が
っ

た
で
あ
ろ
う
。

胡
安
國
の
「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
と
そ
の
淵
源

「
四
時
・
月
數
は
夏
正
の
ま
ま
に
固
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
前
提
に
も
と
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づ
い
て
、
「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
を
創
出
し
た
の
が
、
北
宋
末
南
宋
初
の
學
者

胡
安
國
で
あ
る
。
胡
安
國
は
そ
の
『
春
秋
傳
』
「
隱
公
元
年
春
王
正
月
」
條
に

お
い
て
、
①
周
代
に
あ
っ
て
も
四
時
・
月
數
は
夏
正
と
同
じ
で
あ
り
、
②
孔
子

が
『
春
秋
』
を
編
纂
し
た
時
に
、
四
時
・
月
數
を
書
き
改
め
た
、
と
説
く
。

①
考
え
る
に
、
左
氏
は
「
王
で
あ
る
周
の
正
月
」
と
し
、
周
人
は
建
子
月

を
歳
首
と
し
て
い
る
。「
冬
十
一
月
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
周
の
前
（
＝
殷
）

は
、
丑
月
を
正
月
と
し
、
そ
の

初
に
即
位
す
る
の
を
、
「
惟
元
祀
十
有

二
月
」
と
記
録
し
て
お
り
、
（
踰
年
し
て
即
位
し
た

初
の
月
が
、
「
十

二
月
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
月
數
は
變
わ
っ
て
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
周
の
後
（
＝
秦
）
は
、
亥
月
を
正
月
と
し
、
そ
の

初
に
國
を
建
て

た
の
を
、
「
元
年
冬
十
月
」
と
記
録
し
て
お
り
、
（
年
始
が
「
冬
」
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
四
時
が
變
わ
っ
て
な
い
と
わ
か
る
。
建
子
月
が
春

で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
夏
時
を
周
月
に
冠
す
る
の

は
な
ぜ
か
？

②
聖
人
は
、
國
を
治
め
る
こ
と
に
つ
い
て
顏
回
に
語
っ
た

お
り
に
は
、
「
夏
の
時
を
行
な
お
う
」
（
『
論
語
』
衞
靈
公
）
と
述
べ
、
『
春

秋
』
を
つ
く
り
世
を
お
さ
め
た
時
に
は
、
「
春
王
正
月
」
と
し
た
。
こ
れ

は
、
事
柄
の
上
に
明
ら
か
に
し
て
示
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が

言
う
。
「
「
天
子
で
な
け
れ
ば
、
禮
を
論
じ
な
い
」
（
『
禮
記
』
中
庸
）
も

の
だ
。
仲
尼
は
聖
德
が
あ
っ
て
も
そ
の
位
に
は
就
い
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
正
朔
を
改
め
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
？
」
と
。
③
そ
う

し
た
言
葉
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
『
春
秋
』
は
天
子
が
行
う
は
ず
の
こ
と
」

（
『
孟
子
』
滕
文
公
下
）
と
も
言
う
で
は
な
い
か
。
夏
時
を
月
に
冠
し
て
、

法
を
後
世
に
示
し
、
周
正
に
よ
っ
て
事
を
記
録
し
て
、
「
地
位
が
な
け
れ

ば
獨
斷
的
な
行
い
は
し
な
い
」
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
隱

微
に
示
し
て
あ
る
の
だ
。
（
『
春
秋
胡
氏
傳
』
卷
一
「
隱
公
元
年
春
王
正

月
」
條
、
「
按
左
氏
曰
「
王
周
正
月
」
、
周
人
以
建
子
爲
歳
首
、
則
冬
十

有
一
月
、
是
也
。
前
乎
周
者
、
以
丑
爲
正
、
其
書
始
即
位
曰
「
惟
元
祀
十

有
二
月
」
、
則
知
月
不
易
也
。
後
乎
周
者
以
亥
爲
正
、
其
書
始
建
國
曰
「
元

年
冬
十
月
」
、
則
知
時
不
易
也
。
建
子
非
春
、
亦
明
矣
。
乃
以
夏
時
冠
周

月
何
哉
？

聖
人
語
顏
回
以
爲
邦
則
曰
「
行
夏
之
時
」
、
作
『
春
秋
』
以

經
世
、
則
曰
「
春
王
正
月
」
、
此
見
諸
行
事
之
驗
也
。
或
曰
「
非
天
子
不

議
禮
、
仲
尼
有
聖
德
無
其
位
、
而
改
正
朔
可
乎
」
。
曰
有
是
言
也
、
不
曰

「
『
春
秋
』
天
子
之
事
」
乎
。
以
夏
時
冠
月
、
垂
法
後
世
、
以
周
正
紀
事
、

示
無
其
位
不
敢
自
專
也
。
其
旨
微
矣
。
」
）

殷
と
秦
と
が
年
始
月
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
元
祀
十
有
二
月
」
「
元
年
冬
十
月
」

と
表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
两
王
朝
で
は
、
建
丑
・
建
亥
を
年
始
と
し
な
が

ら
、
時
月
は
夏
正
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
殷
・

秦
に
挾
ま
れ
た
周
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
、
時
月
は
夏
正
と
同
樣
で
あ
っ
た
は

ず
だ
（
傍
線
部
①
）
。
そ
し
て
、
孔
子
は
「
夏
の
時
を
用
い
る
」
と
い
う
理
想

を
抱
き
つ
つ
も
、
『
春
秋
』
の
上
で
具
體
化
す
る
段
に
は
、
建
子
月
が
「
冬
十

一
月
」
で
は
な
く
、
「
春
正
月
」
に
な
る
よ
う
に
、
當
時
通
行
の
暦
を
書
き
改

め
た
の
で
あ
る
（
②
）
。
孔
子
に
よ
る
こ
の
時
月
の
書
き
替
え
は
、
「
夏
時
を

周
月
に
冠
す
」
も
の
で
あ
っ
た
、
と
。

胡
安
國
の
「
冠
夏
時
」
説
と
は
、
大
略
、
右
の
よ
う
な
説
で
あ
り
、
「
『
春

秋
』
の
時
月
が
夏
の
暦
に
準
據
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
で
は
な
い
。
と
な
る

と
、
『
春
秋
』
經
傳
に
見
え
る
天
體
・
自
然
災
害
の
記
事
を
持
ち
出
し
、
「
『
春

秋
』
經
傳
所
載
の
記
事
に
照
ら
し
て
、
周
正
は
四
時
・
月
數
を
夏
正
か
ら
動
か

し
て
い
る
の
は
明
白
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
は
、
胡
安
國
の
「
冠
夏
時
」
説

に
對
す
る
批
判
と
し
て
は
成
立
し
な
い
。
胡
安
國
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、『
春

秋
』
の
時
月
は
、
孔
子
が
筆
削
を
加
え
た
そ
の
結
果
で
あ
り
、
周
正
の
時
月
が
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ど
う
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
根
據
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
冒
頭
に
舉
げ

た
黄
百
家
の
「
『
春
秋
』
の
暦
は
、
夏
正
の
時
月
と
し
て
解
す
る
と
つ
じ
つ
ま

が
合
わ
な
い
」
と
い
う
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
空
振
り
に
終
わ
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
誤
解
は
、
淸
代
ど
こ
ろ
か
、
「
冠
夏
時
」
説
が
成
立
し
た
當

（
六
）

初
か
ら
、
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
道
學
の
學
統
の
上
で
胡
安
國
の
先
輩
格

に
あ
た
る
楊
時
の
感
想
は
、
批
判
・
誤
解
い
ず
れ
に
お
い
て
も
典
型
的
な
反
應

と
な
っ
て
い
る
。

正
朔
は
、
必
ず
天
子
か
ら
出
る
も
の
で
す
。
正
朔
を
改
め
る
と
い
う
こ
と

を
、
聖
人
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
「
夏
時
を
月
に
冠
す
」
と
の
こ
と
で
す

が
、
た
と
え
ば
、
定
公
元
年
「
冬
十
月
、
隕
霜
、
菽
を
殺
す
」
で
言
い
ま

す
と
、
夏
時
で
は
十
月
に
霜
が
お
り
る
の
は
時
節
ど
お
り
で
あ
っ
て
、
災

異
に
は
あ
た
り
ま
せ
ん
。
周
の
十
月
で
し
た
ら
、
夏
の
八
月
で
す
（
の
で
、

降
霜
が
記
録
す
べ
き
非
常
事
に
相
當
し
ま
す
）
。
も
し
、
「
夏
時
を
月
に

冠
す
る
」
と
い
う
の
で
し
た
ら
、
「
秋
十
月
」
と
い
う
は
ず
で
は
な
い
で

す
か
。
（
楊
時
『
楊
龜
山
先
生
全
集
』
卷
二
十
「
答
胡
康
侯
其
六
」
、
「
正

朔
必
自
天
子
出
、
改
正
朔
、
恐
聖
人
不
爲
也
。
若
謂
以
夏
時
冠
月
、
如
定

公
元
年
「
冬
十
月
隕
霜
殺
菽
」
。
若
以
夏
時
言
之
、
則
十
月
隕
霜
乃
其
時

也
、
不
足
爲
災
異
。
周
十
月
乃
夏
之
八
月
。
若
以
夏
時
冠
月
、
當
曰
秋
十

月
也
。
」
）

第
一
に
「
天
子
の
正
朔
を
改
め
る
と
い
う
眞
似
を
孔
子
が
す
る
だ
ろ
う
か
？
」

と
い
う
の
は
、
胡
安
國
説
へ
の
常
套
的
な
批
判
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
『
春
秋
』

所
載
の
災
害
記
事
か
ら
見
て
、
周
暦
の
月
數
は
改
め
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
」

と
い
う
の
は
、
「
『
春
秋
』
の
四
時
・
月
數
は
夏
正
に
準
據
し
て
い
る
」
と
い

う
説
と
の
取
り
違
い
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
夏
時
と
周
月
を
組
み
合
わ
せ
た
の

で
は
、
『
秋
十
月
』
と
い
っ
た
具
合
に
、
四
時
と
月
數
が
ず
れ
る
の
で
は
？
」

と
い
う
反
應
は
、
「
以
夏
時
冠
周
月
」
と
い
う
綱
領
を
額
面
通
り
に
受
け
止
め

る
も
の
で
あ
る
。
第
二
・
第
三
の
誤
解
は
、
胡
安
國
の
立
論
に
責
任
の
一
半
が

（
七
）

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
冠
夏
時
」
説
の
眼
目
と
い
う
べ
き
綱
領
と
孔
子
の
發
言
と

が
、
解
釋
の
中
身
に
對
應
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
胡
氏
説
で
は
、
「
夏
の

時
を
行
う
」
「
夏
時
を
周
月
に
冠
す
る
」
を
標
榜
し
な
が
ら
、
そ
の
内
實
は
と

言
え
ば
、
孔
子
が
、
「
夏
の
暦
の
時
月
」
を
「
周
の
暦
の
時
月
」
へ
と
切
り
換

え
、
「
周
の
時
を
行
っ
た
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
胡
安
國
に
し
て
み
れ

ば
、
「
孔
子
は
、
「
行
夏
時
」
を
口
に
し
て
は
い
て
も
、
具
體
化
す
る
に
際
し

て
は
、
周
暦
に
據
っ
た
」
と
明
確
に
説
明
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
夏
時
を
行

う
こ
と
に
な
っ
て
な
い
」
と
い
う
論
難
は
不
當
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
「
行
夏
之
時
」
と
い
う
主
題
が
人
々
に
印
象
付
け
ら
れ
た
た
め
に
、
こ
の

主
題
が
時
月
解
釋
に
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
が
矛
盾
と
目
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
「
聖
人
が
正
朔
を
改
め
た
り
す
る
も
の
か
」
と
い
う
批
判
が
、

胡
氏
に
と
っ
て
想
定
濟
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
孔
子
は
一
方
で
理
想
的
な
暦

を
提
示
し
、
一
方
で
は
時
王
の
制
度
の
尊
重
を
示
し
た
」
と
い
う
説
明
づ
け
の

箇
所
（
傍
線
部
③
）
か
ら
う
か
が
え
る
。
綱
領
の
上
で
、
こ
と
さ
ら
に
普
遍
的

制
度
（
夏
時
）
と
時
王
の
制
度
（
周
月
）
と
を
組
み
合
わ
せ
る
の
は
、『
春
秋
』

の
時
月
に
「
夏
の
時
を
行
お
う
」
と
い
う
孔
子
の
制
度
構
想
を
讀
み
込
み
、
そ

れ
で
い
て
孔
子
に
僭
越
の
行
い
を
踐
ま
せ
ま
い
と
す
る
意
圖
に
よ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
も
っ
と
も
、
内
實
と
齟
齬
を
來
す
よ
う
で
は
、
魅
力
的
な
綱
領

も
、
小
手
先
の
調
整
に
堕
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
「
そ
の
誤
り
は
、
「
用

夏
」
「
從
周
」
と
两
方
と
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
两
方
を
と

ろ
う
と
し
て
、
筋
が
通
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
」
（
黄
澤
）
と
い
う
批
判
を

（
八
）

浴
び
て
し
ま
う
。

胡
安
國
「
冠
夏
時
」
説
に
つ
い
て
、
解
釋
の
内
實
と
あ
わ
せ
て
整
理
し
て
お
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く
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
の
起
源
で
あ
る
。
一
般
的
な
理
解
で
は
、
胡
安
國
説

は
、
程
頤
が
『
春
秋
』
を
解
し
て
、
「
書
「
春
王
正
月
」
、
示
人
君
當
上
奉
天

時
、
下
承
王
正
。
…
…
周
正
月
、
非
春
也
。
假
天
時
以
立
義
爾
」
（
『
程
氏
經

説
』
卷
四
『
春
秋
』
「
隱
公
元
年
春
王
正
月
」
條
）
と
論
じ
た
の
を
受
け
繼
い

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
周
の
正
月
は
春
で
な
い
。
天
時
を
借
り
て
義
を
立

て
た
の
で
あ
る
」
と
程
頤
が
い
う
の
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
明
示
的
で
は
な

い
が
、
強
い
て
筋
を
通
す
な
ら
、
胡
安
國
の
よ
う
に
、
「
四
時
は
夏
正
の
ま
ま

で
あ
っ
た
の
を
、
孔
子
が
『
春
秋
』
の
上
で
改
め
た
」
と
で
も
解
す
る
よ
り
ほ

か
な
い
。
現
に
、
朱
熹
が
胡
安
國
説
を
投
影
し
、
「
行
夏
之
時
」
を
付
け
加
え

て
程
頤
説
を
解
釋
し
て
以
後
、
程
頤
の
所
説
は
、
「
不
改
時
・
改
月
を
前
提
に

（
九
）

す
る
「
冠
夏
時
」
説
」
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
胡
安
國
が
、
程
頤
に
示
唆
を

受
け
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
、
程
頤
の
時
點
で
、
「
四
時

（
一
〇
）

の
固
定
→
孔
子
の
筆
削
」
と
い
う
解
釋
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
は
疑

問
で
あ
る
。

「
程
頤
か
ら
胡
安
國
へ
」
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
あ
り
う
べ
き
影
響
關
係

で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
胡
安
國
に
與
え
た
よ
り
明
白
な
影
響
が
見
て
と

れ
る
の
は
、
蘇
軾
の
『
尚
書
』
解
釋
で
あ
る
。
蘇
軾
は
、
『
尚
書
』
伊
訓
篇
の

冒
頭
部
「
惟
元
祀
十
有
二
月
、
伊
尹
祠
于
先
王
、
奉
嗣
王
、
祗
見
厥
祖
」
の
注

釋
に
お
い
て
、
伊
訓
當
該
部
の
經
文
の
ほ
か
、
周
詩
（
豳
風
七
月
）
と
秦
の
建

亥
暦
を
根
據
に
し
て
不
改
月
を
説
い
て
い
る
（
『
書
傳
』
卷
七
伊
訓
）
。
胡
安

國
は
、
蘇
軾
が
舉
げ
た
不
改
月
の
論
據
を
取
り
入
れ
、
そ
の
上
で
、
月
數
だ
け

で
な
く
四
時
も
あ
わ
せ
て
、
「
夏
暦
の
ま
ま
で
の
固
定
」
を
主
張
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

二

「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
の
影
響

亞
流
説
の
形
成

「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
は
、『
春
秋
』
開
巻
劈
頭
「
春
王
正
月
」
の
解
釋
に
、

孔
子
の
發
言
（
「
行
夏
之
時
」
）
を
持
ち
こ
み
、
孔
子
の
制
度
構
想
を
讀
み
込

ん
だ
。
『
論
語
』
の
文
言
と
結
び
つ
け
て
、
『
春
秋
』
に
對
す
る
孔
子
の
作
爲

性
を
強
調
す
る
こ
う
し
た
議
論
立
て
は
、
同
時
代
の
學
者
を
ひ
き
つ
け
る
所
が

少
な
く
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
朱
熹
は
、
「
冠
夏
時
」
説
の
主
張
に
惹

か
れ
る
氣
配
を
見
せ
て
い
た
し
、
朱
熹
の
友
人
で
あ
り
思
想
的
に
道
學
に
近
い

立
場
に
あ
る
項
安
世
（
『
項
氏
家
説
』
卷
一
）
・
陳
傅
良
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
冠

夏
時
」
説
を
支
持
し
て
い
る
。
以
下
、
胡
安
國
「
冠
夏
時
」
説
の
影
響
を
、
亞

流
解
釋
の
成
立
と
、
同
説
が
、
『
春
秋
』
以
外
の
經
傳
の
解
釋
に
及
ぼ
し
た
影

響
と
に
分
け
て
見
る
。

亞
流
説
（
一
）
「
不
改
時
・
改
月
」
型
の
「
冠
夏
時
」
説

「
冠
夏
時
」
説
の
影
響
の
も
と
、
『
春
秋
』
の
時
月
解
釋
に
つ
い
て
、
胡
安

國
説
と
は
や
や
異
な
る
解
釋
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
胡
安
國
は
、
周
正
の
四
時

と
月
數
の
い
ず
れ
も
が
夏
正
の
ま
ま
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、

こ
れ
に
孔
子
が
『
春
秋
』
上
で
筆
削
を
加
え
た
と
考
え
た
。
こ
れ
に
對
し
、
陳

傅
良
は
、
四
時
の
み
が
固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
孔
子
の
筆
削

を
想
定
す
る
説
を
新
た
に
提
起
し
て
い
る
（
『
春
秋
後
傳
』
卷
一
「
隱
公
元
年

春
王
正
月
」
條
）
。
こ
れ
は
、
一
般
的
理
解
で
は
、
程
頤
が
主
張
し
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
「
不
改
時
・
改
月
」
型
の
「
冠
夏
時
」
説
に
近
い
。
た
だ
し
、
陳

傅
良
は
、
「
西
周
の
文
獻
で
は
、
四
時
と
月
數
は
併
記
さ
れ
て
い
な
い
。
孔
子

が
『
春
秋
』
の
上
で
四
時
と
月
數
を
組
み
合
わ
せ
て
「
以
夏
時
冠
周
月
」
を
行

っ
た
の
だ
」
と
主
張
す
る
に
止
ま
る
。
こ
れ
で
は
、
四
時
と
月
數
の
食
い
違
い

（
「
春
十
一
月
」
等
）
が
ど
う
處
理
さ
れ
る
の
か
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
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中
途
半
端
な
感
は
否
め
な
い
。

陳
傅
良
と
同
じ
前
提
に
立
っ
て
、
筋
の
通
っ
た
解
釋
を
提
出
し
て
い
る
の
は
、

元
の
呉
澄
で
あ
る
（
『
春
秋
纂
言
』
「
總
例
・
天
道
・
時
」
お
よ
び
卷
一
「
隱

公
元
年
春
」
條
）
。

商
・
周
は
月
數
を
改
め
た
け
れ
ど
も
、
天
の
四
時
は
改
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
だ
か
ら
、
商
の
正
月
は
ま
だ
冬
で
あ
り
、
二
月
・
三
月
・
四
月
が

春
で
あ
る
。
周
の
正
月
・
二
月
は
ま
だ
冬
で
あ
り
、
三
月
・
四
月
・
五
月

が
春
で
あ
る
。
…
…
魯
暦
は
、
周
王
の
正
朔
に
從
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
春
を
一
年
の

初
に
し
た
。
…
…
魯
は
周
の
歳
始
を
春
と
し
、

順
繰
り
に
一
年
十
二
月
の
四
時
を
動
か
し
た
の
で
、
四
時
は
亂
れ
て
し
ま

っ
た
。
夫
子
は
そ
こ
で
、
こ
れ
を
書
し
て
譏
っ
た
の
で
あ
る
。（
呉
澄
『
春

秋
纂
言
』
卷
一
「
隱
公
元
年
春
」
條
、「
商
・
周
雖
改
月
數
、
天
之
四
時
、

則
不
可
改
。
故
商
之
正
月
猶
爲
冬
、
二
月
・
三
月
・
四
月
乃
爲
春
也
。
周

之
正
月
・
二
月
猶
爲
冬
、
三
月
・
四
月
・
五
月
乃
爲
春
也
。
…
…
魯
暦
雖

從
周
王
正
朔
、
然
以
春
爲
一
歳
之
始
。
…
…
魯
以
周
之
歳
始
爲
春
、
而
遞

遷
一
歳
十
二
月
之
時
、
則
四
時
紊
矣
。
夫
子
因
而
書
之
、
譏
也
。
」
）

周
正
は
不
改
時
・
改
月
で
あ
っ
た
が
、
魯
暦
が
改
時
改
月
に
變
更
し
、
建
卯

月
で
あ
れ
ば
、
周
正
は
、
「
春
四
月
」
で
あ
っ
た
の
を
、
「
夏
四
月
」
に
改
め

て
し
ま
っ
た
。
孔
子
は
、
魯
が
周
暦
を
改
め
た
專
斷
を
譏
る
た
め
に
、『
春
秋
』

の
時
月
に
魯
暦
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
て
い
る
の
だ
、
と
。
こ
う
し
た
呉
澄
流

の
解
釋
に
あ
っ
て
は
、
「
孔
子
が
周
の
時
月
を
書
き
改
め
た
」
と
い
う
論
點
は

消
滅
し
て
い
る
が
、
「
四
時
の
固
定
」
と
い
う
前
提
と
、
「
『
春
秋
』
の
時
月
は

建
子
正
月
暦
で
あ
る
が
、
周
暦
を
そ
の
ま
ま
に
は
反
映
し
て
い
な
い
」
と
す
る

論
點
は
殘
さ
れ
て
お
り
、
廣
義
の
「
冠
夏
時
」
説
に
含
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

亞
流
説
（
二
）
『
春
秋
』
夏
正
説

胡
安
國
「
冠
夏
時
」
説
の
影
響
下
に
創
出
さ
れ
た
『
春
秋
』
解
釋
に
は
も
う

一
つ
、「
周
代
に
行
わ
れ
て
い
た
不
改
時
不
改
月
の
暦
を
、
孔
子
が
そ
の
ま
ま
、

『
春
秋
』
に
反
映
さ
せ
た
」
と
考
え
る
説
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
『
春
秋
』

の
時
月
は
、
夏
正
に
同
じ
く
立
春
正
月
暦
の
時
月
だ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
、
胡
安
國
説
と
誤
認
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
く
な
い
所
謂
「
『
春
秋
』
夏

正
説
」
で
あ
る
。
『
春
秋
』
の
時
月
を
夏
正
と
し
て
解
す
る
の
は
、
早
く
は
、

葉
時
（
『
禮
經
會
元
』
卷
一
正
朔
）
、
項
安
世
所
引
の
姚
小
彭
説
が
あ
り
（
『
項

氏
家
説
』
卷
一
）
、
南
宋
後
期
、
魏
了
翁
の
『
正
朔
考
』
に
至
る
と
、
時
月
の

移
易
を
説
く
傳
統
解
釋
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
胡
安
國
・
項
安
世
・
陳
傅

良
ら
の
「
冠
夏
時
」
説
と
の
異
別
化
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
『
春

秋
』
夏
正
説
も
、
廣
義
の
「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
に
含
め
、
以
下
、
「
不
改
時

改
月
な
い
し
不
改
時
改
月
を
前
提
に
、
孔
子
に
よ
る
建
子
正
月
暦
へ
の
書
き
換

え
を
想
定
す
る
説
」
を
、
『
春
秋
』
夏
正
説
と
區
別
す
る
時
に
は
、
「
孔
子
筆

削
説
」
と
呼
ぶ
。

「
「
七
月
」
一
篇
に
限
ら
ず
、
『
詩
』
の
「
正
月
」
「
六
月
」
「
十
月
之
交
」

は
い
ず
れ
も
夏
正
で
あ
る
。
『
詩
』
の
諸
篇
だ
け
で
は
な
く
、
『
易
』
『
書
』
『
周

官
』『
春
秋
』『
左
氏
』
に
見
え
る
の
も
ま
た
す
べ
て
夏
正
で
あ
る
」
と
は
、『
春

（
一
一
）

秋
』
經
傳
が
準
據
し
て
い
る
暦
を
も
夏
正
と
し
て
解
釋
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
一
般
に
は
、
こ
う
し
た
解
釋
は
、
『
春
秋
』
の
天
體
や
天
候
不
順
の

記
事
か
ら
見
て
無
理
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
孔
子
筆
削
説
で
あ
れ
ば
、
「
『
春
秋
』

の
時
月
は
孔
子
の
筆
削
を
經
て
冬
至
正
月
暦
に
改
め
ら
れ
て
い
る
」
と
考
え
る

の
で
、
時
月
の
不
改
を
主
張
す
る
時
に
、
『
春
秋
』
は
棚
上
げ
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
が
、
『
春
秋
』
夏
正
説
と
な
る
と
、
『
春
秋
』
の
時
月
を
も
、
立
春
正

月
暦
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
解
釋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
鉉
翁
（
『
春

秋
詳
説
』
綱
領
「
原
夏
正
」
上
中
下
三
篇
）
、
程
端
學
（
『
春
秋
本
義
』
『
春
秋
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或
問
』
）
と
い
っ
た
南
宋
末
か
ら
元
に
か
け
て
の
代
表
的
な
『
春
秋
』
夏
正
説

論
者
は
、
「
正
月
、
日
南
至
」
（
『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
五
年
）
や
、
月
數
改
易
の

明
文
（
同
昭
十
七
年
）
に
つ
い
て
は
、
「
『
左
傳
』
ゆ
え
に
信
ず
る
に
足
り
な

い
」
と
逃
げ
る
が
、
こ
れ
を
除
け
ば
、
『
春
秋
』
の
時
月
を
す
べ
て
夏
正
で
解

釋
し
よ
う
と
す
る
。

一
例
と
し
て
、
「
春
、
無
冰
」
記
事
（
桓
十
四
年
他
）
の
解
釋
を
舉
げ
る
。

『
春
秋
』
は
特
筆
す
べ
き
異
常
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
こ

と
さ
ら
に
「
無
冰
」
が
記
録
さ
れ
た
理
由
が
何
か
し
ら
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

四
時
の
移
易
を
前
提
と
す
る
傳
統
解
釋
で
あ
れ
ば
、『
春
秋
』
の
「
春
」
と
は
、

建
子
・
建
丑
・
建
寅
（
大
半
は
夏
正
の
冬
に
相
當
）
で
あ
り
、
寒
冷
期
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
冰
が
張
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
特
書
す
べ
き
異
常
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
一
方
、
『
春
秋
』
夏
正
説
論
者
は
と
い
え
ば
、
春
の
「
無
冰
」
記

事
は
、
冰
の
採
取
・
管
理
（
「
冰
政
」
）
が
規
定
ど
お
り
に
行
わ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
特
書
し
て
い
る
と
解
す
る
（
家
鉉
翁
「
原
夏
正
中
」
）
。

時
月
の
解
釋
と
は
別
に
、
『
春
秋
』
夏
正
説
が
抱
え
る
弱
み
は
、
「
三
代
の

正
朔
は
年
始
を
改
め
る
だ
け
で
時
月
は
夏
正
で
固
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の

な
ら
、
『
春
秋
』
の
一
年
は
年
始
十
一
月
か
ら
始
ま
り
、
新
君
は
十
一
月
に
即

位
す
る
は
ず
で
は
な
い
か
」
と
い
う
批
判
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
點
で
あ

（
一
二
）

る
。
家
鉉
翁
は
、「
殷
・
周
が
丑
・
子
月
を
年
始
に
し
て
い
た
の
を
、
孔
子
が
、

「
夏
時
を
行
う
」
の
意
圖
に
よ
り
、
『
春
秋
』
の
上
で
建
寅
を
年
始
と
し
た
」

と
す
る
が
（
原
夏
正
上
）
、
こ
れ
で
は
、
孔
子
筆
削
説
と
同
樣
に
、
「
孔
子
が

時
王
の
正
朔
を
改
め
た
り
す
る
も
の
か
」
と
い
う
批
判
を
呼
び
こ
ん
で
し
ま
う
。

趙
孟
何
（
程
端
學
『
春
秋
或
問
』
卷
一
所
引
）
は
、
孔
子
の
筆
削
を
想
定
す
る

こ
と
な
く
、
「
周
正
は
建
子
十
一
月
が
年
始
で
あ
る
の
に
、
魯
で
は
建
寅
正
月

を
年
始
に
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
孔
子
は
こ
れ
を
直
書
し
て
譏
っ
た
」
と
、
呉

澄
説
に
似
通
っ
た
説
明
で
切
り
抜
け
て
い
る
。
い
っ
そ
の
こ
と
、
「
周
は
建
子

月
を
年
始
と
し
た
」
と
い
う
前
提
を
捨
て
去
れ
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

『
春
秋
』
夏
正
論
者
も
、
三
正
説
の
放
棄
に
ま
で
踏
み
切
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

諸
經
傳
の
時
月
解
釋
へ
の
影
響

「
冠
夏
時
」
説
を
支
え
て
い
る
「
四
時
・
月
數
は
夏
正
の
ま
ま
で
固
定
」
と

い
う
前
提
は
、
元
來
、
『
春
秋
』
以
外
の
經
書
に
見
え
る
時
月
を
根
據
と
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
「
冠
夏
時
」
説
の
提
起
は
、
『
春
秋
』
以
外
の
經
書
の
時

月
に
つ
い
て
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
の
議
論
を
活
發
化
さ
せ
た
。
「
十
月
之

交
、
朔
月
辛
卯
」
（
『
毛
詩
』
小
雅
・
十
月
之
交
）
と
い
う
時
の
「
十
月
」
が

建
亥
月
で
あ
る
の
か
建
酉
月
で
あ
る
の
か
は
、
十
月
之
交
詩
一
篇
の
理
解
を
左

右
す
る
だ
け
で
な
く
、
周
代
に
お
い
て
月
數
が
改
め
ら
れ
て
い
た
か
否
か
を
判

斷
す
る
材
料
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

時
月
の
改
不
改
と
關
わ
っ
て
爭
點
化
し
た
經
文
の
一
つ
が
、
蘇
軾
・
胡
安
國

が
着
目
し
た
『
尚
書
』
伊
訓
篇
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
『
尚
書
』
伊
訓
篇
の
冒
頭

に
は
、
「
元
年
十
二
月
、
伊
尹
が
先
王
を
祭
り
、
新
し
い
君
を
奉
じ
、
祖
先
に

見
え
さ
せ
た
」
と
あ
る
。
「
殷
代
に
は
月
數
が
改
め
ら
れ
て
い
た
」
と
考
え
る

舊
説
に
沿
う
な
ら
ば
、
十
二
月
と
い
う
の
は
、
年
始
の
建
丑
月
で
は
な
く
、
一

年
の
終
わ
り
に
位
置
す
る
建
子
月
で
あ
り
、
孔
安
國
傳
は
、
「
湯
王
が
崩
じ
、

月
を
踰
え
て
太
甲
が
即
位
し
た
」
、
つ
ま
り
、
先
君
の
崩
年
中
に
即
位
改
元
し

た
も
の
と
解
し
て
い
た
。
一
方
、
不
改
月
論
者
の
解
釋
で
は
、
こ
の
一
文
は
、

殷
の
年
始
に
あ
た
る
建
丑
の
月
（
十
二
月
）
に
太
甲
が
改
元
即
位
を
行
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
不
改
月
を
説
く
蘇
軾
は
、
孔
傳
が
言
う
「
湯
王
か
ら
太
甲
へ
」

と
い
う
傳
位
か
ら
し
て
、
『
史
記
』
に
見
え
る
王
統
と
齟
齬
し
て
お
り
、
そ
の

解
釋
が
信
ず
る
に
足
り
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
賢
相
伊
尹
が
輔
弼
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に
あ
た
っ
て
い
な
が
ら
、
先
君
崩
年
中
の
改
元
即
位
と
い
う
非
禮
を
犯
し
た
は

ず
が
な
い
と
斷
ず
る
。

『
孟
子
』
に
つ
い
て
の
解
釋
の
對
立
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
離
婁
下

の
「
歳
十
一
月
徒
杠
成
、
十
二
月
輿
梁
成
、
民
未
病
渉
也
」
は
、
周
正
改
月
で

解
釋
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
水
が
冷
た
く
な
ろ
う
と
い
う
時
に
、
渡
水
の
勞
苦
が

無
い
よ
う
に
橋
を
修
築
し
、
十
一
月
（
夏
正
九
月
）
に
徒
杠
（
歩
行
者
用
の
橋
）

が
、
十
二
月
に
、
輿
梁
（
車
の
通
行
す
る
橋
）
が
そ
れ
ぞ
れ
完
成
す
る
こ
と
に

な
る
（
朱
熹
『
孟
子
集
註
』
）
。
一
方
、
周
正
不
改
月
（
＝
夏
正
の
ま
ま
）
で

解
釋
す
る
な
ら
ば
、
十
一
・
十
二
月
に
橋
を
修
築
し
て
い
る
の
は
、
川
の
水
量

が
減
ず
る
の
を
待
っ
て
架
設
工
事
を
行
う
か
ら
で
あ
り
、
谷
川
が
涸
れ
る
十
一

月
に
徒
杠
を
、
次
い
で
、
河
水
が
涸
れ
る
十
二
月
に
輿
梁
を
修
築
す
る
こ
と
に

な
る
（
家
鉉
翁
「
原
夏
正
上
」
）
。

『
周
禮
』
に
つ
い
て
は
、
四
時
・
月
數
が
夏
正
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い

が
、
不
改
時
不
改
月
説
の
影
響
で
次
の
よ
う
な
解
釋
の
分
岐
が
生
じ
て
い
る
。

爭
點
と
な
る
の
は
、
「
正
歳
」
「
正
月
」
の
理
解
で
あ
る
。
鄭
玄
の
周
禮
注
で

は
、
『
周
禮
』
中
の
「
正
月
」
が
周
の
正
月
建
子
の
月
、
「
正
歳
」
が
夏
の
正

月
建
寅
の
月
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
不
改
時
不
改
月
の
立
場
を
と
る
葉
時

は
、
「
『
正
月
』
は
『
夏
正
の
正
月
』
以
外
に
存
在
し
な
い
」
と
考
え
、
組
み

合
わ
せ
を
逆
に
し
て
、
「
正
月
」
＝
建
寅
、
「
正
歳
」
＝
建
子
に
改
め
る
（
『
周

禮
會
元
』
卷
一
「
正
朔
」
）
。
「
正
歳
」
が
建
子
で
あ
る
根
據
の
一
つ
は
、
天
官

・
凌
人
職
の
「
掌
冰
正
歲
十
有
二
月
令
斬
冰
」
で
あ
り
、
「
冰
を
掌
る
。
正
歳

・
十
二
月
に
冰
を
斬
ら
せ
る
」
と
、
「
十
二
月
」
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら

に
は
、
「
正
歳
」
は
當
然
に
十
一
月
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
、
「
正
月
」

＝
建
寅
と
す
る
傳
統
的
解
釋
を
擁
護
す
る
側
は
次
の
よ
う
に
應
じ
る
。『
周
禮
』

の
諸
職
か
ら
政
令
公
布
の
手
續
き
を
再
構
成
し
て
み
る
と
、
大
宰
・
大
司
徒
が

正
月
（
建
子
）
に
ま
ず
政
令
を
邦
國
・
都
鄙
に
頒
布
し
、
正
歳
（
建
寅
）
に
な

っ
て
か
ら
、
小
宰
・
小
司
徒
が
百
官
を
率
い
て
こ
れ
に
目
を
通
す
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
と
な
る
と
、「
正
月
」
が
「
正
歳
」
の
前
に
な
け
れ
ば
手
順
に
合
わ
な
い
。

（
一
三
）

ま
た
、
「
掌
冰
正
歲
十
有
二
月
」
は
、
「
掌
冰
、
正
歳
・
十
有
二
月
」
で
は
な

く
、
鄭
衆
に
從
っ
て
、
「
冰
正
〔
政
〕
を
掌
る
。
歳
の
十
二
月
…
…
」
と
讀
む

べ
き
で
あ
り
、
凌
人
職
の
經
文
は
、
「
正
歳
」
＝
建
子
の
根
據
た
り
え
な
い
、

と
。
『
周
禮
』
の
「
正
歳
」
「
正
月
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
冠
夏
時
」
説
の
登

場
に
と
も
な
っ
て
出
來
し
た
こ
れ
ら
の
爭
點
は
、
改
時
改
月
説
の
立
場
か
ら
の

整
理
で
は
あ
る
が
、
張
以
寧
『
春
秋
春
王
正
月
考
』
に
お
い
て
一
望
す
る
こ
と

が
で
き
る
。三

「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
へ
の
批
判

「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
に
對
す
る
朱
熹
の
見
解

「
冠
夏
時
」
説
へ
の
批
判
と
い
え
ば
、
通
例
、
ま
ず
朱
熹
の
名
が
舉
が
る
。

た
し
か
に
、
朱
熹
の
『
孟
子
集
註
』
は
月
數
の
改
易
を
前
提
に
解
釋
し
て
い
る

し
、
「
『
孟
子
』
で
見
る
限
り
、
月
數
は
改
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
發
言
は

複
數
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
朱
熹
の
「
冠
夏
時
」
説
に
對
す
る
態
度
は
、
實
際

に
は
相
當
に
ぶ
れ
が
あ
る
。
『
文
集
』
所
収
の
書
簡
と
『
語
類
』
中
の
發
言
を

見
る
と
、
「
冠
夏
時
」
説
に
對
す
る
賛
否
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も

同
説
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
が
一
定
し
て
い
な
い
。

短
期
間
に
所
説
が
變
化
し
て
い
る
の
は
、
孔
子
筆
削
説
へ
の
賛
否
・
理
解

で
あ
る
。
呉
翌
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
、
「
『
孟
子
』
で
判
斷
す
る
と
改
月
。

（
一
四
）

『
春
秋
』
は
國
史
な
の
だ
か
ら
、
も
と
も
と
時
王
の
正
朔
を
用
い
て
い
る
は
ず

だ
」
と
述
べ
る
の
は
、
明
ら
か
に
孔
子
筆
削
説
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。



- 148 -

中国学の新局面

『
孟
子
』
に
も
と
づ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
「
七
・
八
月
」
（
梁
惠
王
上

「
七
、
八
月
之
間
旱
、
則
苗
槁
矣
」
）
と
い
う
の
は
、
建
午
・
建
未
の
月

（
＝
夏
正
の
五
・
六
月
）
で
あ
っ
て
こ
そ
暑
く
て
雨
が
降
り
、
苗
が
生
育

す
る
時
期
に
あ
た
り
ま
す
し
、
「
十
一
月
・
十
二
月
」
（
離
婁
下
「
歳
十

一
月
徒
杠
成
、
十
二
月
輿
梁
成
」
）
と
い
う
の
は
、
建
戌
・
建
亥
の
月
（
＝

夏
正
の
九
月
・
十
月
）
で
あ
っ
て
こ
そ
、
寒
く
な
り
か
け
て
橋
を
造
營
す

る
時
期
に
あ
た
り
ま
す
か
ら
（
原
註
。
『
國
語
』
周
語
に
夏
の
月
令
を
引

い
て
「
十
月
成
梁
」
と
す
る
）
、
や
は
り
い
ず
れ
も
月
號
を
改
め
て
い
る

よ
う
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
當
時
、
二

つ
の
暦
が
並
び
行
わ
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
『
春

秋
』
は
と
言
え
ば
國
史
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
必
ず
時
王
の
正
朔
を
用

い
る
は
ず
で
す
。（
『
朱
文
公
文
集
』
卷
四
十
二
「
答
呉
晦
叔
（
二
）
」
、「
然

以
孟
子
考
之
、
則
七
八
月
乃
建
午
・
建
未
之
月
、
暑
雨
苗
長
之
時
、
而
十

一
月
・
十
二
月
乃
建
戌
・
建
亥
之
月
、
將
寒
成
梁
之
候
（
『
國
語
』
引
『
夏

令
』
曰
「
十
月
成
梁
」
）
、
又
似
併
改
月
號
。
此
又
何
耶
？

或
是
當
時

二
者
並
行
、
惟
人
所
用
、
但
『
春
秋
』
既
是
國
史
、
則
必
用
時
王
之
正
。
」
）

と
こ
ろ
が
、
同
じ
呉
翌
に
宛
て
た
書
簡
で
、
今
度
は
、
不
改
時
・
改
月
型
の

孔
子
筆
削
説
に
贊
意
を
示
し
て
い
る
。

（
『
孟
子
』
を
見
る
か
ぎ
り
周
人
は
た
し
か
に
月
數
を
改
め
て
い
る
が
）

し
か
し
、
天
時
は
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
『
書
』
に
、
「
秋
、

大
い
に
熟
し
た
が
、
ま
だ
収
穫
し
な
い
」
（
『
尚
書
』
金
縢
）
と
あ
る
の

は
、
今
（
夏
正
）
で
い
う
と
こ
ろ
の
秋
で
す
。
建
酉
・
建
戌
（
＝
夏
正
八

月
・
九
月
）
で
な
け
れ
ば
、
「
そ
の
歳
の
作
物
が
お
お
い
に
實
っ
た
が
、

ま
だ
穫
り
入
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら

し
て
み
る
と
、
今
の
『
春
秋
』
の
月
數
は
、
魯
史
の
舊
文
の
ま
ま
で
す
が
、

四
時
の
序
は
孔
子
の
微
意
に
よ
（
っ
て
書
き
改
め
ら
れ
て
い
）
る
も
の
な

の
で
し
ょ
う
。
伊
川
が
「
天
時
を
借
り
て
、
義
を
立
て
た
」
と
し
て
い
る

の
が
ま
さ
に
こ
れ
を
い
う
の
で
す
。
（
『
朱
文
公
文
集
』
卷
四
十
二
「
答

呉
晦
叔
（
五
）
」
、「
但
天
時
則
不
可
改
、
故
『
書
』
云
「
秋
大
熟
、
未
穫
」
、

此
即
止
是
今
時
之
秋
。
蓋
非
酉
戌
之
月
、
則
未
有
以
見
夫
歳
之
大
熟
而
未

穫
也
。
以
此
考
之
、
今
『
春
秋
』
月
數
乃
魯
史
之
舊
文
、
而
四
時
之
序
則

孔
子
之
微
意
。
伊
川
所
謂
「
假
天
時
以
立
義
」
者
、
正
謂
此
也
。
」
）

こ
れ
ら
と
同
時
期
に
著
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
張
栻
宛
て
書
簡
で
は
、
程
頤
の

「
春
王
正
月
」
解
釋
に
つ
い
て
、「
答
呉
晦
叔
」
二
通
と
異
な
る
理
解
を
示
し
、

「
古
史
で
は
、
四
時
と
月
數
を
併
記
し
て
い
な
か
っ
た
の
を
、
孔
子
が
、
『
春

秋
』
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
組
み
合
わ
せ
て
書
い
て
「
行
夏
時
」
の
意
を
寓
し

た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。
後
年
の
書
簡
で
は
、
孔
子
筆

（
一
五
）

削
説
を
論
じ
て
、「
孔
子
が
そ
ん
な
ま
わ
り
く
ど
い
こ
と
を
す
る
は
ず
が
な
い
」

と
し
て
お
り
（
『
文
集
』
卷
五
十
八
「
答
胡
平
一
」
）
、
こ
れ
は
、
「
聖
人
が
「
行

夏
之
時
」
と
い
っ
た
の
は
、
他
の
暦
で
は
不
都
合
だ
か
ら
、
建
寅
暦
を
用
い
よ

う
と
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
『
語
類
』
中
の
發
言
に
同
じ
く
、
筆
削
説
を

（
一
六
）

否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
胡
元
衡
宛
て
書
簡
に
は
混
亂
の
種
が

別
に
撒
か
れ
て
お
り
、
胡
安
國
が
想
定
す
る
孔
子
の
筆
削
に
つ
い
て
、
「
建
寅

正
月
の
下
に
、
建
子
に
起
き
た
記
事
を
書
く
」
と
、
奇
妙
な
理
解
を
示
し
て

い
る
。

（
一
七
）朱

熹
説
を
め
ぐ
る
混
迷
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
文
集
』
『
語
類
』
に

見
え
る
所
説
と
は
ま
た
別
に
、
朱
熹
の
定
論
を
想
定
す
る
後
學
が
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。
元
人
陽
恪
は
、
そ
の
著
『
夏
時
考
正
』
に
お
い
て
、
朱
熹
の
門
人

踊
淵
か
ら
傳
え
ら
れ
た
と
稱
し
、
「
殷
・
周
で
は
歳
首
を
改
め
て
も
時
月
は
夏

正
の
ま
ま
に
固
定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
朱
熹
の
定
論
で
あ
る
。
『
孟
子
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集
註
』
は
改
訂
が
閒
に
合
わ
な
か
っ
た
の
だ
」
と
主
張
す
る
。
朱
熹
の
見
解
を

（
一
八
）

反
映
し
た
『
尚
書
』
解
釋
と
目
さ
れ
る
蔡
沈
『
書
集
傳
』
が
、
不
改
時
不
改
月

を
採
っ
て
い
る
こ
と
も
、
朱
熹
の
定
論
が
踊
淵
の
證
言
ど
お
り
で
あ
る
こ
と
を

裏
書
き
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
程
端
學
『
春
秋
本
義
問
答
』
第
一
條
）
。
「
冠

夏
時
」
説
を
批
判
す
る
側
は
も
ち
ろ
ん
、
陽
恪
の
主
張
を
認
め
ず
、
朱
熹
の
定

論
は
、
そ
の
畢
生
の
著
作
で
あ
る
『
四
書
集
註
』
を
基
準
に
考
え
る
べ
き
で
あ

る
し
、
朱
熹
の
門
人
張
洽
の
『
春
秋
』
解
釋
は
改
時
改
月
を
採
っ
て
い
る
で
は

な
い
か
、
と
應
じ
る
。
確
か
に
、
『
文
集
』
『
語
類
』
を
見
る
か
ぎ
り
、
「
冠
夏

（
一
九
）

時
」
説
の
理
解
・
評
價
は
ば
ら
つ
い
て
い
る
が
、
こ
と
「
月
數
の
改
易
」
と
い

う
點
に
か
ぎ
っ
て
は
、
朱
熹
説
は
終
始
一
貫
し
て
お
り
、
踊
淵
・
陽
恪
の
主
張

を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

南
宋
後
期
か
ら
元
に
か
け
て
、
朱
熹
の
敎
説
が
、
士
大
夫
の
支
持
を
廣
く
獲

得
し
た
こ
と
は
、
朱
熹
の
支
持
如
何
が
、
「
冠
夏
時
」
説
の
是
非
を
判
定
す
る

有
力
な
根
據
と
な
る
状
況
を
生
ん
だ
。
そ
の
肝
心
の
朱
熹
の
見
解
が
一
定
し
な

か
っ
た
こ
と
は
、
「
冠
夏
時
」
説
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
に
、
「
朱
熹
の
定
論

は
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
爭
點
を
一
つ
付
け
加
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

南
宋
・
元
人
の
「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
批
判

「
冠
夏
時
」
説
に
つ
い
て
、
朱
熹
が
見
せ
て
い
た
逡
巡
を
拂
拭
し
、
批
判
を

推
し
進
め
た
の
は
、
呂
大
圭
、
黄
澤
、
張
以
寧
と
い
っ
た
南
宋
末
か
ら
元
・
明

初
に
か
け
て
の
時
期
の
春
秋
學
者
た
ち
で
あ
る
。「
冠
夏
時
」
説
へ
の
批
判
は
、

大
別
し
て
、
「
時
月
の
固
定
」
と
い
う
前
提
へ
の
批
判
と
、
「
孔
子
に
よ
る
改

正
朔
」
の
想
定
や
、
綱
領
・
主
題
と
の
不
整
合
性
へ
の
批
判
に
分
け
ら
れ
る
。

「
不
改
時
不
改
月
」
と
い
う
前
提
に
對
す
る
批
判
に
つ
い
て
見
る
と
、
爭

點
と
な
っ
て
い
る
個
々
の
時
月
に
つ
い
て
は
、
「
冠
夏
時
」
説
批
判
者
の
中
で

も
、
見
解
は
一
樣
で
は
な
い
。
『
尚
書
』
伊
訓
冒
頭
の
「
元
祀
十
有
二
月
」
を

解
し
て
、
あ
く
ま
で
こ
れ
を
殷
正
改
月
で
讀
む
の
は
張
以
寧
で
あ
る
。
彼
は
、

「
質
を
原
理
と
す
る
殷
制
で
は
先
君
の
崩
年
中
に
即
位
改
元
を
行
っ
た
」
と
す

る
舊
説
（
伊
訓
孔
穎
達
疏
）
を
發
展
さ
せ
、
殷
・
周
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
正

禮
は
崩
年
中
の
即
位
改
元
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
、
『
尚
書
』
顧
命
の
康
王
即

位
記
事
を
材
料
に
そ
の
論
證
を
試
み
て
い
る
（
『
春
秋
春
王
正
月
考
辨
疑
』
）
。

一
方
、
趙
汸
は
、
「
『
古
文
尚
書
』
の
伊
訓
は
、
『
漢
書
』
律
暦
志
所
引
の
伊
訓

篇
と
合
わ
ず
、
謁
廟
・
即
位
の
手
順
も
で
た
ら
め
で
あ
り
、
信
を
置
け
な
い
」

と
し
、
伊
訓
は
殷
正
を
論
ず
る
根
據
た
り
え
な
い
と
斷
ず
る
（
「
周
正
考
」
）
。

張
・
趙
よ
り
先
、
呂
大
圭
は
、「
概
し
て
、
建
子
正
月
で
考
え
る
と
、『
詩
』『
書
』

に
合
わ
な
い
し
、
建
寅
正
月
で
考
え
る
と
、
『
周
禮
』
『
春
秋
』
『
孟
子
』
と
合

わ
な
い
。
世
儒
で
、
建
子
の
説
を
主
と
す
る
者
は
、
『
詩
』
『
書
』
の
記
載
を

ね
じ
曲
げ
て
、
無
理
に
建
子
正
月
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
し
、
建
寅
の
説
を
主

と
す
る
者
は
、
『
周
禮
』
『
春
秋
』
『
孟
子
』
の
記
載
を
建
寅
正
月
に
こ
じ
つ
け

よ
う
と
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
筋
が
通
ら
な
い
説
で
あ
る
」
と
割
り
切
っ

（
二
〇
）

た
態
度
を
と
り
、
「
元
祀
十
有
二
月
」
は
、
夏
正
（
殷
正
不
改
月
）
の
十
二
月

と
し
て
解
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
。

殷
・
周
代
の
文
獻
上
の
時
月
を
、
極
力
、
年
始
正
月
に
あ
わ
せ
て
移
易
し

て
い
る
も
の
と
し
て
解
釋
す
れ
ば
、
『
春
秋
』
は
問
題
な
い
と
し
て
も
、
「
四

月
維
夏
、
六
月
徂
暑
」
（
『
毛
詩
』
小
雅
・
四
月
）
、
「
秋
大
熟
、
未
獲
」
（
『
尚

書
』
金
縢
）
と
い
っ
た
文
言
で
は
、
無
理
筋
の
説
明
を
押
し
通
す
こ
と
に
な
る
。

「
改
時
改
月
」
と
い
う
前
提
は
、
上
古
の
記
録
に
見
え
る
時
月
に
つ
い
て
、
そ

の
準
據
す
る
暦
が
複
數
種
あ
る
と
想
定
す
る
點
で
、
立
春
正
月
暦
た
だ
一
種
の

存
在
し
か
想
定
し
な
い
「
冠
夏
時
」
説
よ
り
、
相
對
的
に
は
歴
史
事
實
に
近
い
。

し
か
し
、
三
正
交
替
と
い
う
大
枠
や
、
建
丑
正
月
暦
の
存
在
が
經
學
的
世
界
觀
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の
も
と
で
の
虚
構
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
「
冠
夏
時
」
説
批
判
者
の
解
釋
も
、
「
冠

夏
時
」
論
者
と
大
差
な
い
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
に
陥
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ

た
。
呂
大
圭
が
、
「
冠
夏
時
」
論
者
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
立
場
を
自
ら
と
同

じ
く
す
る
改
時
改
月
論
者
を
も
「
こ
じ
つ
け
だ
」
と
批
判
す
る
の
は
こ
の
點
を

指
摘
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
方
か
ら
の
「
冠
夏
時
」
説
批
判
は
、
「
孔
子
が
周
の
正
朔
を
改
め

た
り
す
る
も
の
か
」
「
時
月
が
夏
正
の
ま
ま
で
移
易
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
、
『
夏

の
時
を
行
う
』
の
は
蛇
足
に
な
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
定
番
の
議
論
で
あ
る
。

（
胡
安
國
が
程
頤
説
に
も
と
づ
い
て
）
自
ら
立
て
た
説
と
な
る
と
、
「
夏

數
は
天
に
合
致
し
て
お
り
、
百
王
が
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
殷
・
周

で
は
命
を
革
め
、
前
王
朝
を
踏
襲
し
な
い
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
示
し
た
け

れ
ど
も
、
巡
狩
・
祭
祀
・
兵
農
・
狩
獵
に
つ
い
て
は
、
夏
の
暦
の
ま
ま
で

あ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
。
も
し
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
聖

人
は
、
顏
淵
に
（
「
夏
時
を
行
お
う
」
と
）
告
げ
る
必
要
が
な
い
で
は
な

い
か
。（
呉
萊
『
淵
潁
集
』
卷
七
「
周
正
如
傳
考
序
」
、「
至
其
所
自
爲
説
、

且
謂
夏
數
得
天
、
百
王
所
同
、
商
周
革
命
、
特
示
不
相
沿
襲
、
巡
守
・
烝

享
・
兵
農
・
田
獵
猶
自
夏
焉
。
果
是
、
則
聖
人
又
何
必
以
是
爲
顏
淵
告

哉
。
」
）

夫
子
が
、
顏
子
の
「
國
を
治
め
る
と
す
れ
ば
」
と
の
問
い
に
答
え
た
の
は
、

『
春
秋
』
の
述
作
行
爲
と
は
異
な
る
。
『
春
秋
』
は
、
現
王
朝
の
書
に
も

と
づ
い
て
現
王
朝
の
臣
子
を
治
め
る
も
の
で
あ
り
、
周
の
時
を
改
め
て
民

の
視
聽
を
惑
わ
す
は
ず
が
な
い
。
…
…
も
し
、
周
が
時
を
改
め
て
い
な
か

っ
た
の
な
ら
、「
夏
の
時
を
行
お
う
」
と
い
う
必
要
が
な
い
で
は
な
い
か
。

も
し
、
夫
子
が
本
當
に
夏
の
制
を
用
い
て
周
を
改
め
よ
う
と
し
た
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
諸
侯
が
王
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
の
を
責
め
、
齊
桓
・
晉

文
を
批
判
し
、
呉
・
楚
を
斥
け
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
（
趙
汸
『
東
山

存
稿
』
卷
二
「
周
正
考
」
、
「
乃
若
夫
子
答
顏
氏
爲
邦
之
問
、
則
與
作
『
春

秋
』
事
異
。
蓋
『
春
秋
』
即
當
代
之
書
以
治
當
代
之
臣
子
。
不
當
易
周
時

以
惑
民
聽
。
…
…
如
使
周
不
改
時
、
則
何
必
曰
「
行
夏
之
時
」
。
使
夫
子

果
欲
用
夏
變
周
、
則
亦
何
以
責
諸
侯
之
無
王
、
議
桓
文
而
斥
呉
楚
哉
。
」
）

「
冠
夏
時
」
説
に
對
し
、
「
時
月
の
固
定
」
「
孔
子
の
筆
削
」
の
两
面
か
ら

批
判
を
加
え
た
南
宋
・
元
の
批
判
者
た
ち
は
、
揃
っ
て
程
頤
・
朱
熹
を
篤
く
敬

う
學
者
で
あ
っ
た
。
「
冠
夏
時
」
説
が
程
頤
に
由
來
す
る
と
見
做
さ
れ
、
以
後

の
展
開
も
道
學
派
の
學
統
と
密
着
し
た
關
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
程
朱

學
の
尊
崇
者
た
ち
は
、
同
説
を
批
判
す
る
に
も
、
そ
の
意
圖
を
汲
ん
で
内
在
的

に
論
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
「
冠
夏
時
」
説
論
者
が
、
「
正
朔
に
連
動
し
た
四
時

・
月
數
の
移
易
」
と
い
う
舊
説
を
否
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
張
以
寧
は
、
孔

孟
と
經
書
か
ら
直
接
に
敎
え
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
志
向
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る

と
辯
護
し
、「
夫
子
が
、
前
に
夏
時
を
説
き
、
漢
武
帝
が
後
に
夏
時
を
用
い
て
、

（
二
一
）

寅
辰
卯
の
三
月
を
春
と
し
、
子
・
丑
を
春
と
し
な
く
な
っ
て
か
ら
、
こ
れ
ま
で

千
年
以
上
が
經
過
し
て
い
る
。
い
ま
、
突
然
に
、
も
と
も
と
の
三
統
の
迭
用
に

た
ち
か
え
っ
て
子
・
丑
が
春
で
あ
る
と
し
て
經
書
を
解
釋
す
れ
ば
、
温
和
な
の

が
春
で
あ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
者
は
、
『
風
が
吹
き
す
さ
び
寒
さ
が
嚴
し
い

の
は
春
で
は
あ
る
ま
い
』
と
疑
う
の
も
、
事
理
と
し
て
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が

あ
り
、
賢
者
で
さ
え
も
疑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
ま
で
理

（
二
二
）

解
を
示
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
、
「
冠
夏
時
」
説
論
者
の
意
を
こ
こ
ま
で
丁
寧

に
汲
む
の
は
張
以
寧
に
限
ら
れ
る
が
、
張
氏
以
外
の
批
判
者
た
ち
も
、
批
判
對

象
の
理
解
は
概
し
て
正
確
で
あ
り
、
孔
子
筆
削
説
と
『
春
秋
』
夏
正
説
と
の
區

別
も
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
呂
大
圭
・
張
以
寧
・
趙
汸
ら
は
、
「
冠
夏
時
」
説
を

提
起
し
た
論
者
た
ち
と
、
解
釋
の
枠
組
み
を
共
有
し
て
お
り
、
「
冠
夏
時
」
説
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批
判
は
、
宋
元
春
秋
學
の
枠
内
で
の
自
己
修
正
と
し
て
進
め
ら
れ
た
と
評
價
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
三
）

終
わ
り
に

「
以
夏
時
冠
周
月
」
説
の
成
立
か
ら
批
判
に
至
る
一
連
の
經
緯
を
、
混
亂
を

引
き
起
こ
し
た
事
情
と
合
せ
て
見
通
し
て
み
て
も
、「
無
理
の
あ
る
缺
陥
解
釋
」

と
い
う
同
説
に
對
す
る
舊
來
の
評
價
は
覆
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
同
説
の

缺
陥
の
一
つ
に
つ
い
て
は
、
春
秋
學
に
常
見
の
問
題
に
と
り
く
ん
だ
結
果
の
失

敗
と
し
て
理
解
す
る
餘
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
冠
夏
時
」
説
に
常
套
的
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
は
、
「
聖
人
は
、
周
王
の

制
度
を
基
準
に
し
て
諸
侯
の
誤
り
を
正
し
、
そ
の
僭
叛
の
罪
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
が
ま
ず
王
制
を
改
め
て
時
月
を
變
更
し
た
の

で
は
、
他
人
の
罪
を
正
し
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

（
二
四
）

こ
れ
は
、
同
説
の
痛
い
と
こ
ろ
を
衝
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
考
え
て
み
れ

ば
、
そ
も
そ
も
、
『
春
秋
』
と
は
僭
越
と
紙
一
重
の
緊
張
を
内
包
し
た
經
書
で

は
な
か
っ
た
の
か
。
『
孟
子
』
滕
文
公
下
に
見
え
る
『
春
秋
』
述
作
説
話
に
よ

れ
ば
（
「
世
衰
道
微
、
邪
説
暴
行
有
作
、
臣
弑
其
君
者
有
之
、
子
弑
其
父
者
有

之
、
孔
子
懼
作
『
春
秋
』
。
…
…
『
春
秋
』
、
天
子
之
事
也
。
…
…
罪
我
者
、

其
惟
春
秋
乎
」
）
、
孔
子
は
、
「
乱
臣
賊
子
に
批
判
・
牽
制
を
加
え
、
秩
序
の
崩

壞
を
抑
止
す
る
」
た
め
に
、
「
一
匹
夫
の
身
を
も
っ
て
天
子
に
な
り
か
わ
っ
て

褒
貶
賞
罰
を
行
う
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
す
で
に
「
身
分
秩
序
の

護
持
」
と
「
分
を
越
え
た
賞
罰
の
代
行
」
と
の
閒
で
の
緊
張
が
見
え
て
い
た
。

宋
代
春
秋
學
は
そ
の
方
向
性
と
し
て
、
『
春
秋
』
に
託
さ
れ
た
理
念
―
―
根

幹
的
倫
理
の
嚴
守
、
異
民
族
の
排
擊
―
―
を
積
極
的
に
讀
み
込
み
、
結
果
、
孔

子
が
分
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
な
く
盛
ん
に
褒
貶
賞
罰
を
加
え
、
制
度
構
想
を
行

っ
て
い
た
か
の
樣
相
を
呈
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
尊
聖
而
忘
其
僭
」
の
傾
向
で
あ

り
、
「
冠
夏
時
」
説
が
、
「
孔
子
に
よ
る
『
春
秋
』
の
上
で
の
改
正
朔
」
を
想

定
し
た
の
も
、
宋
代
春
秋
學
の
こ
う
し
た
基
調
の
反
映
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

漢
代
公
羊
學
の
素
王
説
と
同
樣
に
、
あ
く
ま
で
春
秋
學
固
有
の
緊
張
が
顯
在
化

し
て
い
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
批
判
者
か
ら
言
い
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
に
致
命
的

な
缺
陥
に
は
あ
た
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
胡
安
國
は
こ
の
緊
張
に
十

分
自
覺
的
で
あ
り
、
隱
公
元
年
春
王
正
月
條
で
、
「
天
子
に
非
ざ
れ
ば
禮
を
議

せ
ず
」
に
依
據
し
た
批
判
を
想
定
し
て
辯
明
を
準
備
し
て
い
る
の
は
、
孔
子
の

『
春
秋
』
に
對
す
る
作
爲
性
の
強
調
が
、
孔
子
を
僭
越
に
轉
落
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
愼
重
に
瀬
踏
み
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
理
想

の
暦
と
時
王
の
暦
を
折
衷
し
た
得
意
の
綱
領
（
「
以
夏
時
冠
周
月
」
）
は
、
解

釋
の
中
身
に
對
應
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
失
敗
も
、
あ
く
ま

で
春
秋
學
に
内
在
す
る
緊
張
の
破
綻
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

注
（
一
）
諸
橋
轍
次
『
儒
學
の
目
的
と
宋
儒
慶
暦
至
慶
元
百
六
十
年
閒
の
活
動
』（
大
修
館
、

一
九
二
九
年
）
第
二
編
第
二
章
第
五
節
「
春
秋
學
の
再
勃
興
」
、
特
に
三
七
二
頁
以

下
。

（
二
）
宋
鼎
宗
『
春
秋
胡
氏
學
』
（
萬
卷
樓
圖
書
公
司
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
五
章
「
《
春

秋
胡
氏
傳
》
之
批
評
（
下
）
」
の
「
尊
聖
而
忘
其
僭
逆
」
項
。
「
尊
聖
而
忘
其
僭
」

な
る
傾
向
の
具
體
例
に
「
冠
夏
時
」
説
を
舉
げ
る
の
は
、
も
と
も
と
は
、
淸
初
の

春
秋
學
者
兪
汝
言
の
所
論
で
あ
る
（
『
春
秋
四
傳
糾
正
』
）
。

（
三
）
趙
伯
雄
『
春
秋
學
史
』（
山
東
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
第
七
章
第
二
節
「
胡
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安
國
及
其
《
春
秋
傳
》
」
六
．
「
以
夏
時
冠
周
月
」
。

（
四
）
上
野
賢
知
「
春
秋
正
朔
論
源
流
」（
同
『
春
秋
左
氏
傳
雜
考
』
東
洋
文
化
研
究
所
、

一
九
五
九
年
）

（
五
）
新
城
新
藏
『
東
洋
天
文
學
史
研
究
』
「
第
四
篇
．
春
秋
長
歴
」
、
「
第
八
篇
．
戰
國

秦
漢
の
暦
法
」（
弘
文
堂
、
一
九
三
二
年
）
、
川
原
秀
城
『
中
國
の
科
學
思
想
』「
Ⅱ
．

受
命
改
正
朔
」
（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）

（
六
）
諸
橋
轍
次
氏
が
黄
仲
炎
の
「
冠
夏
時
」
説
批
判
を
（
『
春
秋
通
説
』
卷
一
）
を
と

り
あ
げ
て
、
「
且
成
公
元
年
、
襄
公
二
十
八
年
春
無
氷
の
條
に
見
て
、
春
秋
の
春
は

即
ち
周
の
春
た
る
可
ら
ざ
る
を
説
く
と
こ
ろ
あ
り
。
斯
く
の
如
く
し
て
胡
傳
の
夏

時
冠
周
月
の
説
は
そ
の
一
角
を
破
ら
る
る
に
至
れ
り
」（
諸
橋
氏
前
掲
書
三
七
五
頁
）

と
す
る
の
も
的
を
外
し
て
い
る
。

（
七
）
胡
安
國
は
、
蔡
沈
（
『
書
集
傳
』
卷
三
伊
訓
）
の
よ
う
に
「
三
代
の
暦
は
、
年
始

を
異
に
し
た
が
、
四
時
・
月
數
は
夏
正
の
ま
ま
で
あ
る
」
と
嚙
み
碎
い
た
説
明
を

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
以
夏
時
冠
周
月
」
と
い
う
綱
領
に
惑
わ
さ
れ
て
、
胡
安

國
説
を
「
不
改
時
改
月
」
と
す
る
誤
認
が
多
く
生
じ
て
い
る
。

（
八
）
趙
汸
編
『
春
秋
師
説
』
卷
中
「
漢
唐
宋
諸
儒
得
失
」
第
十
條
「
其
誤
在
於
兼
取

「
用
夏
」
「
從
周
」
、
是
欲
兩
可
、
而
不
知
理
實
不
通
。
」

（
九
）
「
『
春
秋
』
に
い
う
「
正
月
」
と
い
う
の
は
、
伊
川
の
説
に
よ
れ
ば
周
の
正
月
、

建
子
月
で
あ
り
、
春
で
な
い
の
に
、
春
と
書
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
え
ば
、
夫
子
に
は
「
夏
時
を
行
お
う
」
と
い
う
意
圖
が
あ
り
、
そ
こ
で
天
時
に

こ
と
よ
せ
て
理
念
を
こ
め
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
」
（
『
朱
文
公
文
集
』
卷
四
十

二
「
與
呉
晦
叔
書
」
（
二
）
、
「
『
春
秋
』
書
正
、
據
伊
川
説
、
則
只
是
周
正
建
子
之

月
、
但
非
春
而
書
春
、
則
夫
子
有
行
夏
時
之
意
、
而
假
天
時
以
立
義
耳
。
」
）

（
一
〇

）
胡
安
國
は
、
『
春
秋
傳
』
隱
公
末
尾
の
總
論
部
で
、
「
周
正
月
、
非
春
也
」
云
云

と
す
る
程
頤
説
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
總
論
部
で
、
胡
安
國
が
「
夫
斗
指
寅
、
然

後
謂
之
春
。
…
…
今
以
冬
爲
春
、
則
四
時
易
位
。
『
春
秋
』
正
名
之
書
、
豈
其
若
是

哉
」
と
す
る
の
は
、
「
『
春
秋
』
の
時
月
は
夏
正
だ
」
と
し
か
讀
め
ず
、
元
年
春
王

正
月
條
の
所
説
と
食
い
違
う
。
そ
も
そ
も
、
本
稿
の
隱
公
元
年
條
「
春
王
正
月
」

條
に
對
す
る
理
解
も
、
傳
文
だ
け
で
は
や
や
判
然
と
し
な
い
部
分
を
、
後
世
の
論

者
か
ら
遡
及
的
に
補
っ
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
胡
安
國
説
を
確

定
的
に
論
ず
る
こ
と
自
體
、
い
く
分
こ
こ
こ
ろ
も
と
な
い
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ

て
、
『
胡
氏
傳
』
中
の
不
統
一
は
問
題
に
せ
ず
、
隱
公
元
年
條
の
胡
安
國
説
に
限
っ

て
論
じ
る
。

（
一
一

）
魏
了
翁
『
正
朔
考
』
「
愚
則
曰
非
特
「
七
月
」
一
詩
也
、
凡
詩
篇
如
「
正
月
」
「
六

月
」
「
十
月
之
交
」
、
皆
夏
正
也
。
非
特
詩
諸
篇
也
。
凡
『
易
』
『
書
』
『
周
官
』
『
春

秋
』
『
左
氏
』
所
書
之
月
、
亦
皆
夏
正
也
。
」

（
一
二

）
「
『
春
秋
』
が
夏
正
だ
と
す
れ
ば
、
『
春
秋
』
で
い
う
と
惠
公
が
薨
じ
た
年
の
十
一

・
十
二
月
を
切
り
取
っ
て
、
隱
公
の
元
年
に
入
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
前
年
の
十
一

・
十
二
月
に
書
い
た
こ
と
を
、
元
年
の
正
月
・
二
月
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
即
位

・
改
元
と
い
う
重
大
事
が
、
こ
ぞ
っ
て
實
際
を
反
映
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
」
（
張

以
寧
『
春
秋
春
王
正
月
考
辨
疑
』
、
「
若
如
其
説
、
則
是
『
春
秋
』
於
惠
公
薨
没
之

年
、
必
截
去
其
十
一
十
二
之
两
月
以
入
於
隱
公
之
元
年
。
移
去
年
所
書
十
一
十
二

月
之
事
以
爲
元
年
正
月
二
月
之
事
、
於
即
位
改
元
之
大
者
、
舉
失
其
實
。
」
）

（
一
三

）
「
（
『
周
禮
』
大
宰
・
小
宰
・
大
司
徒
・
小
司
徒
・
郷
大
夫
・
州
長
の
職
掌
を
）
總

合
し
て
考
え
る
と
、
大
宰
・
司
徒
が
建
子
の
月
に
政
敎
を
布
告
し
、
小
宰
・
小
司

徒
が
建
寅
の
月
に
百
官
に
命
じ
る
。
大
宰
・
司
徒
は
治
敎
を
主
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
天
道
の
始
ま
り
を
體
し
て
（
冬
至
建
子
に
）
布
告
し
、
小
宰
・
小
司
徒
は
命

令
を
承
け
て
實
施
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
事
の
始
ま
り
を
體
し
て
（
建
寅
に
）

布
告
す
る
。
こ
れ
は
理
の
當
然
で
あ
る
。
「
小
宰
が
先
に
そ
の
下
僚
を
率
い
て
政
敎

法
令
に
目
を
通
し
、
そ
の
後
で
大
宰
が
そ
の
政
敎
法
令
を
布
告
す
る
」
と
い
う
の

で
は
、
道
理
か
ら
い
っ
て
顚
倒
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
…
…
重
要
な
政
令
は
ま
ず
建

子
の
月
に
お
こ
な
い
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
概
し
て
建
寅
の
月
を
用
い
る
の
だ
。
」

（
呂
大
圭
『
春
秋
或
問
』
卷
一
「
隱
公
元
年
春
王
正
月
」
條
、
「
合
而
觀
之
、
則
大

宰
・
司
徒
以
建
子
之
月
而
布
政
敎
、
小
宰
・
小
司
徒
則
以
建
寅
之
月
而
令
百
官
。
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大
宰
・
司
徒
主
治
敎
者
也
。
故
體
天
道
之
始
而
布
之
。
小
宰
・
小
司
徒
、
奉
行
者

也
。
故
體
人
事
之
始
辭
布
之
、
亦
理
之
當
然
。
若
謂
小
宰
先
帥
其
屬
以
觀
治
象
之

法
、
而
後
大
宰
始
布
其
法
、
亦
恐
於
理
顚
倒
。
…
…
有
大
政
令
、
則
以
建
子
之
月
。

若
其
他
事
、
則
率
用
建
寅
之
月
耳
。
」
）

（
一
四

）
陳
來
『
朱
子
書
信
編
年
考
證
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
は
、
「
答

呉
晦
叔
」
二
通
と
「
與
張
敬
夫
」
は
い
ず
れ
も
乾
道
六
（
一
一
七
〇
）
四
十
一
歳
、

「
答
胡
平
一
」
は
淳
煕
八
（
一
一
八
一
）
五
十
二
歳
に
そ
れ
ぞ
れ
繫
年
す
る
。

（
一
五

）
『
文
集
』
卷
三
十
一
「
與
張
敬
夫
」
。
「
四
時
と
月
數
が
、
『
春
秋
』
の
上
で
は
じ

め
て
組
み
合
わ
せ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
の
は
陳
傅
良
説
に
同
じ
で
あ
る
。
張

洽
は
、
朱
熹
「
與
張
敬
夫
」
と
同
樣
に
程
頤
の
所
説
を
理
解
し
（
『
春
秋
集
傳
』
卷

一
「
隱
公
元
年
春
王
正
月
」
條
）
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
程
頤
を
「
冠
夏
時
」
説
の

側
か
ら
改
時
改
月
説
の
側
に
引
き
寄
せ
て
い
る
。

（
一
六

）
「
文
定
（
胡
安
國
）
の
『
春
秋
』
解
釋
に
よ
れ
ば
、
夫
子
は
夏
時
を
月
に
冠
し
、

周
正
に
よ
っ
て
事
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
の
即
位
は
、
も
と
は
「
十

一
月
」
と
あ
っ
た
の
を
、
孔
子
が
改
め
て
「
春
正
月
」
と
し
た
の
で
あ
る
と
い
う

の
だ
が
、
わ
た
し
は
信
じ
な
い
。
…
…
夫
子
が
い
う
と
と
こ
ろ
の
、
「
夏
の
時
を
行

お
う
」
と
い
う
の
は
、
周
の
暦
が
不
都
合
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
建
寅
暦
（
夏
正
）

に
從
お
う
、
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
」（
『
朱
子
語
類
』
卷
八
十
三
・
六
十
一
條
、「
文

定
『
春
秋
』
説
夫
子
以
夏
時
冠
月
、
以
周
正
紀
事
。
謂
如
公
即
位
、
依
舊
是
十
一

月
、
只
是
孔
子
改
正
作
「
春
正
月
」
。
某
便
不
敢
信
。
…
…
夫
子
所
謂
「
行
夏
之
時
」
、

只
是
爲
他
不
順
、
欲
改
從
建
寅
。
」
）

（
一
七

）
「
答
胡
平
一
」
に
、
「
然
『
春
秋
』
所
書
之
月
遂
與
月
下
之
事
常
差
两
月
」
と
あ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

る
の
を
、
戴
良
は
引
用
に
際
し
、
「
月
與
時
常
差
两
月
」
に
つ
く
る
（
『
九
靈
山
房

集
』
卷
二
十
六
「
夏
正
辨
」
）
。
朱
熹
が
「
冠
夏
時
」
説
を
批
判
し
た
言
を
、
黄
震

（
『
黄
氏
日
抄
』
卷
七
）
・
戴
良
と
い
っ
た
『
春
秋
』
夏
正
説
論
者
（
＝
廣
義
の
「
冠

夏
時
」
説
論
者
）
が
引
く
の
は
、
身
内
と
い
う
べ
き
孔
子
筆
削
説
を
批
判
す
る
た

め
で
あ
る
。

（
一
八

）
陽
恪
『
夏
時
考
正
』
二
卷
は
、
上
卷
は
『
春
秋
』
を
、
下
卷
は
『
春
秋
』
以
外

の
經
傳
を
と
り
あ
げ
た
と
い
う
。
佚
書
で
あ
る
が
、
相
當
の
分
量
が
、
程
端
學
『
春

秋
或
問
』
卷
一
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
一
九

）
「
朱
子
は
『
四
書
集
註
』
『
詩
集
傳
』
で
、
周
正
周
月
を
用
い
て
い
る
し
、
臨
江

の
張
洽
は
朱
門
の
高
弟
で
あ
っ
て
、
そ
の
『
春
秋
集
註
』
に
お
い
て
は
、
「
周
正
で

は
建
子
が
春
で
あ
り
、
聖
人
は
夏
時
を
行
な
お
う
と
し
た
と
は
い
っ
て
も
、『
春
秋
』

は
史
に
も
と
づ
い
て
經
を
つ
く
っ
て
お
り
、
周
を
尊
び
天
下
を
一
と
す
る
の
で
あ

っ
て
、
い
き
な
り
改
め
た
り
は
し
な
い
」
と
し
て
い
る
。
朱
子
の
意
は
、
『
夏
時
考

正
』
に
同
じ
で
は
な
い
。
」
（
呉
萊
『
淵
潁
集
』
卷
七
「
周
正
如
傳
考
序
」
、
「
然
而

朱
子
『
四
書
集
註
』
『
詩
集
傳
』
自
用
周
正
周
月
、
臨
江
張
洽
朱
門
高
弟
、
『
春
秋

集
註
』
且
謂
周
正
建
子
即
以
爲
春
、
聖
人
雖
欲
行
夏
之
時
、
而
『
春
秋
』
因
史
作

經
、
方
尊
周
而
一
天
下
、
不
可
遽
改
之
也
。
朱
子
之
意
、
豈
果
『
考
正
』
之
意
哉
。
」

（
二
〇

）『
春
秋
或
問
』
卷
一
「
隱
公
元
年
春
王
正
月
」
條
「
大
抵
從
建
子
之
説
、
則
與
『
詩
』

『
書
』
不
合
、
從
建
寅
之
説
、
則
與
『
周
禮
』
『
春
秋
』
『
孟
子
』
不
合
。
世
儒
欲

主
建
子
之
説
、
則
必
拗
『
詩
』
『
書
』
所
載
、
以
強
附
於
建
子
。
欲
主
建
寅
之
説
、

則
必
牽
『
周
禮
』
『
春
秋
』
『
孟
子
』
所
載
、
以
強
列
於
建
寅
。
要
皆
不
通
之
論
。
」

（
二
一

）「
史
家
は
、
事
實
を
記
録
す
る
だ
け
で
あ
り
、
漢
儒
は
讖
緯
を
混
入
さ
せ
て
い
た
。

先
儒
は
と
い
え
ば
そ
の
學
は
孔
・
孟
に
接
し
、
經
書
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重

き
を
置
き
、
窮
理
を
貴
ん
だ
。
そ
の
た
め
に
、
舊
説
に
疑
い
を
も
っ
て
し
ま
い
、

よ
く
よ
く
檢
討
せ
ず
に
す
ま
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
春
秋
春
王
正
月
考
辨

疑
』
「
史
氏
專
於
紀
事
、
漢
儒
雜
於
讖
緯
、
先
儒
學
接
孔
・
孟
、
重
明
經
、
而
貴
窮

理
、
是
以
有
疑
於
彼
、
未
嘗
詳
攷
而
深
究
之
耳
」
）
。
王
守
仁
が
程
頤
の
「
冠
夏
時
」

説
つ
い
て
、
「
推
求
聖
言
之
過
」
と
評
す
る
の
も
、
張
以
寧
と
同
趣
旨
の
辯
護
で
あ

る
（
『
王
文
成
公
全
書
』
卷
二
十
四
「
論
元
年
春
王
正
月
」
）
。

（
二
二

）
同
前
「
蓋
自
吾
夫
子
言
夏
時
於
前
、
而
漢
武
帝
用
夏
時
於
後
、
以
寅
卯
辰
之
三

月
爲
春
、
不
以
子
丑
之
月
爲
春
者
、
不
翅
千
有
餘
年
於
茲
矣
。
今
而
一
旦
復
推
原

其
始
之
迭
用
三
統
、
以
子
丑
之
爲
春
者
以
説
經
、
則
夫
人
人
之
習
見
於
天
氣
和
煦
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之
爲
春
者
、
已
久
、
而
疑
觱
發
栗
烈
之
非
春
、
則
亦
事
理
之
常
無
足
異
者
。
雖
賢

者
猶
不
能
無
疑
也
。
」

（
二
三

）
こ
こ
で
い
う
「
宋
元
春
秋
學
の
枠
」
と
は
、
①
三
傳
折
衷
に
よ
る
解
釋
、
②
尊

王
を
は
じ
め
綱
常
の
強
調
、
③
唐
宋
に
形
成
さ
れ
た
新
し
い
禮
解
釋
に
準
據
す
る
、

④
程
朱
學
に
親
和
的
で
あ
り
、
性
理
學
の
用
語
が
『
春
秋
』
解
釋
に
導
入
さ
れ
て

い
る
、
と
い
っ
た
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
横
山
健
一
「
呂
大
圭
の

春
秋
學
―
義
例
と
事
柄
―
」
（
『
中
國
哲
學
論
集
（
九
州
大
學
中
國
哲
學
研
究
會
）
』

三
四
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
宋
元
春
秋
學
の
枠
内
で
も
、
南
宋
か
ら
元
に

か
け
て
の
春
秋
學
者
は
義
例
を
否
定
し
襃
貶
の
讀
み
取
り
を
減
殺
さ
せ
る
傾
向
が

色
濃
く
、
中
で
も
呂
大
圭
が
『
春
秋
』
直
書
説
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
。

（
二
四

）
呂
大
圭
『
春
秋
或
問
』
卷
一
隱
公
元
年
春
王
正
月
「
聖
人
以
王
制
正
諸
侯
之
失
、

明
其
僭
叛
之
罪
、
而
自
改
王
制
易
時
月
、
何
以
正
罪
哉
。
」
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